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1 地域生活支援拠点等の概要 

 

(1) 地域生活支援拠点等とは 

障害のある人の重度化、高齢化及び「親なき後」を見据え、障害のある人又は障害のあ

る子ども（以下「障害者等」という。）が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、

障害者等を地域全体で支えるための支援体制のことをいい、市町村が地域の実情に応じた

創意工夫により整備することとされています。 

求められる機能として、①相談、②緊急時の受け入れ・対応、③体験の機会・場の提供、

④専門的人材の確保・養成、⑤地域の体制づくり、の 5 つを柱としています。 

 

(2) 地域生活支援拠点等の機能 

① 相談  

平時から緊急時に支援が必要な世帯を事前に把握したうえで、常時の連絡体制を確保

し、緊急時に必要な支援のコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 

② 緊急時の受け入れ・対応  

短期入所や居宅介護等を活用した緊急時受入体制を確保したうえで、介護者の急病や

障害者等の状態変化等の緊急時の受け入れ・対応を行う機能 

③ 体験の機会・場  

病院や施設、親元からの自立にあたって、障害福祉サービスの利用やひとり暮らしの

体験の機会・場を提供する機能 

④ 専門的人材の確保・養成  

医療的ケアを必要とする者や行動障害を有する者等に対して、専門的な対応ができる

体制の確保又は専門的な対応ができる人材を養成する機能 

⑤ 地域の体制づくり 

 地域の様々なニーズに対応できるサービスの提供体制の確保や、地域の社会資源の連

携体制の構築等を行う機能 

 

(3) 整備の方法について 

   地域生活支援拠点等の整備には、事業を実施するために５つの機能を集約し、障害者

支援施設等に付加した「多機能拠点整備型」と、既存の社会資源を活かしつつ、複数の

関係機関が相互の有機的な連携体制の下で事業を実施する体制として「面的整備型」が

あります。 

   本市では、平成 28 年度（2016 年度）に障害者総合支援施設「みずほおおぞら」の開

設を機に、複数の事業を実施している強みを活かした多機能拠点整備型の地域生活支援

拠点として事業展開してきました。今後は、地域生活支援拠点等の更なる充実・強化を

図るため、コーディネーター配置による多機能拠点をハブとした更なる活用とともに、

既存の市内の事業所同士のネットワーク構築を進める面的な体制の拡大による、「多機能

拠点型」＋「面的整備型」の「ハイブリッド型」で整備を進めていくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

２ 



2 地域生活支援拠点の具体的な機能について 

① 相談 

平時から緊急時に支援が必要な世帯を事前に把握したうえで、常時の連絡体制を確保

し、緊急時に必要な支援のコーディネート、相談その他必要な支援を提供します。 

役割を担う主な機関 役割 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

 

●緊急時のサービス利用を調整します。 

●日頃の相談支援を通じて緊急時に支援が見込めない世帯

等の把握を行い、緊急事態の発生を予防するための計画作

成等調整を行います。（例えば、対象者に緊急時の対応方

法について助言を行う、短期入所の体験利用の調整を行う

等） 

●相談支援事業所のみでは支援が困難な場合は、拠点コーデ

ィネーター又は障害者基幹相談支援センターに後方支援

を依頼します。 

基幹相談支援センター 

 

●必要に応じ、拠点コーディネーターや相談支援事業所等と

連携して支援を行います。 

拠点コーディネーター ●緊急時の支援が見込めない世帯の事前に把握、登録した上

で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態に際し必要なサー

ビスのコーディネートや相談等の支援を行ないます。 

 

 

② 「緊急時の受け入れ・対応」機能の具体的な内容 

短期入所や居宅介護等を活用した緊急時受け入れ体制を確保したうえで、緊急時の受

け入れや医療機関への連絡等の必要な支援を行います。 

   

役割を担う主な機関 役割 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

拠点コーディネーター 

●対象者から緊急の連絡を受けたとき、必要に応じ短期入所

や居宅介護等のサービスの利用調整を行います。 

●緊急時の対応は、障害福祉サービスの利用に限らず、障害

者等の状態に応じて、医療機関への入院など適切な対応を

行います。 

●対象者が障害者支援区分の認定を受けていないなど、短期

入所の利用が困難な場合は、障害福祉課（障害福祉センタ

ーひまわり）に対応について相談します。 

短期入所事業所 

訪問系サービス事業所 

日中活動系サービス事

業所 

●相談事業所等から緊急時の受け入れ・対応の要請があった

場合、可能な範囲で対応します。 

 

 

 

 

 

３ 



③ 「体験の機会・場」機能の具体的な内容 

障害者支援施設等からの地域移行又は親元等からの自立を考えるきっかけとして、グ

ループホーム等での宿泊体験、日中の活動の機会や場の提供を行います。 

役割を担う主な機関 役割 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

 

●病院、施設からの地域移行や親元から自立したい等の相談

があった場合、必要に応じてグループホーム等の障害福祉

サービスの体験利用の調整を行います。 

グループホーム 

日中活動系サービス事

業所 

●相談支援事業所等から体験利用の要請があった場合、出来

る限り協力します。 

 

 

④ 「専門的人材の確保・養成」機能の具体的な内容 

医療的ケアを必要とする者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等

に対し、専門的な対応ができる体制の確保又は専門的な対応ができる人材を養成します。 

 

役割を担う主な機関 役割 

障害者自立支援協議会 ●協議会の各専門部会において、各種の研修を実施します。 

基幹相談支援センター 

 

●スーパーバイズ事業における事例検討を活用し、スキルの

向上など人材育成を行います。 

地域生活支援拠点（拠点

コーディネーター） 

●専門的な対応ができる人材育成のため、各種の研修を実施

します。 

 

⑤ 「地域の体制づくり」機能の具体的な内容 

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携

体制の構築等を行います。 

役割を担う主な機関 役割 

障害者自立支援協議会 

 

●拠点等事業の運用状況について把握し、課題の検討を行い

ます 

地域生活支援拠点（拠点

コーディネーター） 

基幹相談支援センター 

●地域の様々な社会資源を活用し、事業所同士のネットワー

クの構築を進め、障害者等を地域全体で支える体制づくり

に取り組みます。 
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５ 

地域生活支援拠点等と各機関の機能・役割（イメージ図）

報告・提言

　　　　連絡・調整
　　　　　報
　　　　　告

　検
　証

　　　事前登録の啓発 地域生活支援拠点（多機能型）

　連携 　　＜拠点コーディネーター＞

機能➊　相談 ・グループホーム

機能❷　緊急時の受入・対応 ・日中活動系サービス事業所

機能➊　相談 機能❸　体験の機会・場の提供 機能❹　体験の機会・場の提供

機能❷　緊急時の受入・対応 機能❹　専門的人材の確保・養成

機能❸　体験の機会・場の提供 機能➎　地域の体制づくり

機能➎　地域の体制づくり

連

携

出口支援

基幹相談支援センター

・総合的・専門的な相談支援

・地域の相談支援体制の強化

・地域移行・地域定着の促進

機能➊　相談

機能❷　緊急時の受入・対応

機能❸　体験の機会・場の提供

機能❹　専門的人材の確保・養成

機能➎　地域の体制づくり

連携・協力

・短期入所事業所

・日中活動系サービス事業所 その他の関係機関

・訪問系サービス事業所 　・医療機関　　・社会福祉協議会

　・地域包括支援センター　　など

機能❷　緊急時の受入・対応

・特定相談支援事業所

・障害児相談支援事業所

その他の障害福祉
サービス事業所

豊　中　市

　　　出
　　　口
　　　支
　　　援
　　　依
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受
入
調
整

　　　　平
　　　　時
　　　　の
　　　　調
　　　　整

（ひとり暮らし）

　　　相
　　　談
　　　情
　　　報
　　　提
　　　供

移
行

障害者自立支援協議会

　地域生活支援拠点等の進捗状況把握

　　　機能➎　地域の体制づくり

一般住宅

出
口
支
援多機能型拠点の更なる活用

事業所、地域の社会資源のネットワーク
を構築し、顔の見えるサポート体制を主
軸とした面的な体制の拡大



3 緊急時の対応について 

(1) 「緊急の事態等」の定義 

地域生活支援拠点等で対応する「緊急事態等」とは、 

・障害当事者の状態像の変化等の理由により、安全が確保できないとき 

・介護者の死亡や急な入院等の理由で、介護等を行うことが不十分、もしくは介護等を

行う者がいないとき 

・その他、緊急に障害者の受け入れを行うことが必要と認める場合 

  ※冠婚など計画的に実施されるものについては、緊急時には含めません。 

 

(2) 地域生活支援拠点等コーディネーターの配置 

  （社福）大阪府社会福祉事業団が運営する障害者総合支援施設「みずほおおぞら」を多

機能型の地域生活支援拠点とし、拠点コーディネーターを配置しています。拠点等に求

められる機能を効果的に推進していくため、面的整備を含めた地域の様々な関係機関等

とのネットワーク構築や、障害の特性に起因して生じる緊急の事態等に備え、相談に応

じるとともに、当該事態等の際に、短期入所探しなどの支援を行います。 

 

（3） 事前登録について 

緊急事態等の対応が円滑に進むよう、あらかじめご自身の状況などをお教えいただき、

市及び地域生活支援拠点等コーディネーターが持つ台帳に登録させていただく「事前登

録」を推奨しています。事前に教えていただいた情報をもとに、拠点コーディネーター

が障害福祉サービス事業所等と連携し、緊急時に対応できる調整を行います。また、緊

急時からの支援だけでなく、近い将来に緊急事態の発生が予見される場合など、緊急支

援とならないよう事前に短期入所の体験など予防的観点からの支援体制を整えていくこ

とも目的としています。 

 

 《事前登録の流れ》 

① 事前登録の申込 

事前登録をご希望の方は「事前登録申込書」を障害福祉センターひまわり（相談支援

擁護係）に提出してください。 

                   ↓ 

② 拠点コーディネーターによる聴き取り 

申し込み後、拠点コーディネーターよりサービスの利用状況や医療・生活面での配慮

事項など、緊急時に必要な支援内容の聴き取りを行います。 

                ↓ 

③ 登録の完了 

 申込書の情報及び聞き取った情報は、市（障害福祉課）及び拠点コーディネーター、

事業者で共有。必要に応じて、緊急の事態等に備えた支援（障害福祉サービス利用の

手続きの支援等）、緊急事態等の際に当該情報を活用します。 

    ※収集させていただいた情報は、本事業に必要な範囲でのみ使用。 

    ※事前登録は、緊急の事態等における支援を円滑に行えるようにするためのもので、

コーディネーターによる支援を受けるにあたって必須のものではありません。 

 

 

 

６ 



（４）障害者緊急時支援事業について 

緊急の事態等における受入・対応については、多機能型拠点である障害者支援施設「み

ずほおおぞら」の短期入所で受入対応を行っていますが、緊急時に満床の場合や様々な

支援制度を活用しても対応が困難な場合を想定し、障害者緊急時支援事業を実施します。 

 

〇障害者緊急時支援事業の概要 

介護されている方の急な入院や、障害者が急激な環境の変化等により一時的に在宅生

活が困難となった場合などで、様々な支援制度の活用にすぐにつながらない場合に、普

段通い慣れている場所での対応や短期入所等の空いている部屋を活用し、当事者をよく

知るヘルパー等を派遣することを可能とするなど、当事者に寄り添った障害特性に合わ

せた支援を行なうもの。 

   緊急時の流れ 

 

 

【緊急時支援事業の流れ】 

① 事前登録：利用の可能性がある障害者は障害福祉課（障害福祉センターひまわり）  

       へ事前に申請（※支援を円滑に行えるようにするためのもので、支援

を受けるにあたって必須のものではありません） 

      緊急事態の発生 介護する家族等の入院等 

         

② 地域生活支援拠点コーディネーターへ相談・連絡 

コーディネーターは市とともに社会資源を調整 

         

 

 

                                                      

障害者緊急時支援事業 

                        支援する人・場所等のマッチング調整 

７ 

本人を支援できる体制が確保できる。障害福祉

サービス等の社会資源で対応可能 

本人を支援できる体制が確保できない。 

自宅で一人過ごすことが困難で、常時の見守りが必要。 



4 地域生活支援拠点等の事業所登録について 

(1) 地域生活支援拠点等事業所の登録 

面的な体制の整備には、地域の事業所等の協力や事業所同士の有機的な連携が必要で

す。地域生活支援拠点等の機能を担う事業所を市が登録認定し、必要な支援を行った場

合に所定の加算の算定が可能（※）となりますので、地域生活支援拠点等の趣旨を理解

いただき、下記の手続きにて登録をお願いします。 

※ 地域生活支援拠点等への登録により算定が可能となる加算（P10～11）参照 

  

 ＊登録認定手続きの流れ 

１ 拠点等の機能を担う事業所としての登録を検討されている場合、事前に障害福祉セ

ンターひまわりにご相談ください。 

２ 拠点の各種機能のうち、実施する機能に係る内容を運営規程に規定してください。 

３ 下記の書類を市に提出してください。 

・豊中市地域生活支援拠点等認定申請書（様式第１号） 

・変更後の運営規程の写し 

４ 届出書類を受理後、認定作業を行い、結果を通知します。認定された事業所につい

ては豊中市地域生活支援拠点等認定簿（様式第４ 号）に登載し、登録完了となり

ます。登録された事業所については、随時ホームページで公開していきます。 

５ 「運営規程の変更届」「加算届」を障害福祉課事業所係に提出してください。 

 

                           豊中市 

１事前の相談 

２申請書提出   

３申請書の受理  

                 ４認 定 作 業      情報共有 

                 ４認定・不認定通知      

             

          

 

 

 

 

(2) 登録する事業所の要件等 

拠点等に登録する事業所は、可能な限り拠点等の機能を果たすために協力することとし、

登録の要件は原則として次のとおりとします。 

 

〇 全事業共通 

  当該事業を 1 年以上継続して実施していること 

  支援者レベルの検討会等へ積極的に参加し、自立支援協議会及び他事業所との連携が図

られていること 

 

 

 

 

８ 

事

業

所 

障害福祉センター

ひまわり 

障害福祉課 

事業所係 

5運営規程変更届 

加算に関わる届出 



○ 拠点等の機能を担う事業所となる場合の運営規程の記載例 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として申請する場合は各事業所の実態に応じて、

実際に担う機能を記載して下さい。 

以下の内容を参考に運営規程の追加項目を作成してください。 

 

【運営規程の記載例】 

その他運営に関する重要事項 

（地域生活支援拠点等を担う事業所） 

第○○条 事業所は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成 17年法律第 123号。（以下「法」という。）第 77条第 3項及び第 4項）に規 

 定する地域生活支援拠点等として次の機能を担う。 

（1）相談 

平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時

の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービ

スの調整や相談その他必要な支援を行う機能 

（2）緊急時の受け入れ及び対応 

短期入所や居宅介護等を活用した緊急時の受け入れ体制を確保したうえで、介

護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必

要な支援を行う機能 

（3）体験の機会・場 

① 障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立等に当たっ

て、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場

を提供する機能 

② 地域生活障害者等について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活

用して体験の機会を提供する機能 

（※ 担う機能に応じ、一方又は両方を記載。） 

（4）専門的人材の確保・養成 

医療的ケアを必要とする者や行動障害を有する者等に対して、専門的な対応が

できる体制の確保又は専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 

（5）地域の体制づくり 

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の

連絡体制の構築等を行う機能。 

（注） 上記に示した運営規程は記載例であり、各事業所の実態に応じた規程とし、地域生活

支援拠点等についての内容を理解した上で作成して下さい。 
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（３）地域生活支援拠点等への登録により算定が可能となる加算 
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機能     対象サービス種別 加算名 単位数 概要 （算定要件 の詳細は 留意事項通知を 参照 ）

計画相談支援

障害児相談支援

地域生活支援拠

点等相談強化加

算

７００単位／回

緊急支援が必要な事態が生じた者又はその家

族等からの要請に基づき、速やかに指定短期

入所事業者に対して情報の提供及び当該指定

短期入所の利用に関する調整を行った場合

に算定（ 利用者 １人につき １月に ４回が

限度 ）

緊急時の受入・対応

居宅介護、重度訪問

介護、同行援護、行

動援護、重度障害者

等包括支援

緊急時対応加算

１００単位／回

※地域生活支援拠点等で連

携担当者を配置

＋５０単位／日

個別支援計画に位置付けられていない訪問系

サービスを、利用者又はその家族等の要請を

受けてから２４時間以内に行った場合に算定

（月２回が限度）

生活介護、自立訓

練、就労移行支援、

就労継続支援Ａ型・

Ｂ型

緊急時受入加算 １００単位／日

平時からの関係機関との連絡調整に従事する

者を配置する事業所において、障害の特性に

起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支

援を行った場合に算定

短期入所

重度障害者等包括支

援

地域生活支援拠

点等である場合

の加算

＋１００単位／日 （地域生

活支援拠点等の場合）

＋２００単位／日（連携担

当者を置き 医療的ケアが必

要な児者、重症心身障害児

者又は強度行動障害を有す

る児者 を支援した場合 、更

に加算）

短期入所のサービス利用の開始日に算定（緊

急時の受入れに限らない）

自立生活援助

重度障害者等包括支

援

緊急時支援加算

（Ⅰ）

７１１単位／日

※地域生活支援拠点等で連

携担当者を配置

＋５０単位／日

緊急時において、利用者又はその家族等から

の要請に基づき、深夜（午後１０時から午前

６時）に 訪問又は一時的な滞在による 支援

を行った場合に算定

地域定着支援
緊急時支援費

（Ⅰ）

７３４単位／日

※地域生活支援拠点等で連

携担当者を配置

＋５０単位／日

緊急時において、利用者又はその家族等から

の要請に基づき訪問又は一時的な滞在による

支援 を行った場合に算定

相　　談
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機能     対象サービス種別 加算名 単位数 概要 （算定要件 の詳細は 留意事項通知を 参照 ）

体験の機会・場の提供

生活介護、自立訓

練、就労移行支援、

就労継続支援Ａ型・

Ｂ型

障害福祉サービ

スの体験利用支

援加算

・初日から５日目まで

　５００単位／日

・６日目から１５日目まで

　２５０単位／日

※地域生活支援拠点等で連

携担当者を配置

＋５０単位／日

利用者の障害福祉サービスの体験利用に係る

指定地域移行支援事業者との連絡調整その他

の相談援助や利用日における昼間の介護等を

行った場合に算定（１５日が限度）

施設入所支援
地域移行促進加

算（Ⅰ）
１２０単位／日

施設障害福祉サービス計画に基づき、施設利

用者の体験的な宿泊支援に係る指定地域移行

支援事業者との連絡調整その他の相談援助を

行った場合に算定

地域移行促進加

算（Ⅱ）
６０単位／日

入所者に対して、指定障害者支援施設の職員

が同行した上で、通所サービス又はグループ

ホームの見学や食事体験等を行うなど、地域

生活への移行に向けた支援を実施した場合に

算定（１月につき３回が限度）

地域移行支援

障害福祉サービ

スの体験利用加

算

・初日から５日目まで

　５００単位／日

・６日目から１５日目まで

　２５０単位／日

※地域生活支援拠点等で連

携担当者を配置

＋５０単位／日

障害福祉サービスの体験的な利用支援を行っ

た場合に算定（１５日が限度）

体験宿泊加算

（Ⅰ）

３００単位／日

※地域生活支援拠点等で連

携担当者を配置

＋５０単位／日

一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行っ

た場合に算定（（Ⅰ）及び（Ⅱ）を合計して

１５日が限度）

体験宿泊加算

（Ⅱ）

７００単位／日

※地域生活支援拠点等で連

携担当者を配置

＋５０単位／日

夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守り

等の支援を行い、一人暮らしに向けた体験的

な宿泊支援を行った場合に算定（（Ⅰ）及び

（Ⅱ）を合計して１５日が限度）

専門的人材の養成・確保　地域の体制づくり

計画相談支援

障害児相談支援

地域体制強化共

同支援加算
２，０００単位／回

支援が困難な利用者に対して、相談支援専門

員又は相談支援員と福祉サービスを提供する

事業者の職員等が、会議により情報共有及び

支援内容を検討し、在宅での療養又は地域に

おいて生活する上で必要な説明及び指導等の

支援を共同で実施するとともに、地域課題を

整理し、協議会に報告を行 った場合に算定

（月１回が限度）
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様式第1号

豊中市長  様　

　　私は、同居する介護者の急病その他の自宅における生活を困難にする緊急の事態に備え、豊中市及び豊中市地域

生活支援拠点等コーディネーターに対し、私に関する以下の情報を提供します。 年 月 日

ふりがな

氏　　名

（〒 － ）

生年月日 年　　　　月　　　　日 歳

電話番号 ☎ － －

□ □ 知的障害 〔 〕 □ 精神障害 〔 〕級

□ 発達障害 □ 難病等 診断名（ ）

ふりがな

同・別

（〒 － ） 同・別

同・別

同・別

電話番号 ☎ － － 同・別

□

□ 指定特定（障害児）相談支援事業所が作成

【重要】登録申込みに際しては、次のことにご同意ください。

関係機関１

※コーディネーターが取得した情報は、緊急時の支援その他本業務に必要な範囲でのみ使用し、それ以外に使用することはありません。

本
人
（
支
援
を
受
け
る
方
）

緊
急
連
絡
先
・
代
理
人

　■申込書の提出から１か月後までに、コーディネーターから第一報のご連絡を差し上げます。

　　第一報の連絡先をご記入ください。　氏名（　　　　　　　　　　　　）　電話（　　　　　　　　　　　）

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事業所名

本人との関係

続柄年齢氏　　名

担当相談支援事業所名

本人との関係

（

太

線

の

枠

内

の

項

目

は

必

ず

ご

記

入

く

だ

さ

い

。

）

〒561-0854　豊中市稲津町1-1-20　　豊中市　福祉部　障害福祉課　障害福祉センターひまわり

 名称

関係機関２

関係機関３

 担当

同意の場合は☑

関
係
機
関
（
病
院
・
学
校
、

　
　
　
　
主
治
医
・
担
任
な
ど
）

 所属

 名称

 名称  所属

 担当

□

緊急時の支援を円滑に行うために必要な範囲において、本人及び支援者の個人情報を地域生活支援拠点

等コーディネーターが市、障害福祉サービス事業所その他の関係機関から取得し、及び共有することに

同意します。

 担当

本人との関係

住　　所

住　　所

男

女

□

□

性

　

別

性

　

別

同居・別居

（○で囲む）

本　人　の　家　族　構　成

※以下の項目については、変更の場合は変更した箇所のみご記入ください。廃止の場合は不要です。

豊中市地域生活支援拠点等（緊急時の支援）事前登録（変更・廃止）申込書

本人・ご家族等で自ら作成（セルフプラン）

サービス等

利用計画

障害の

別・等級

氏　　名

事業所名

利用しているサービス事業所１

利用しているサービス事業所２

担当

担当

身体障害 〔　　　〕級

 所属（学年・組など）

※本人と同居の

場合は記入不要

（学年・組など）

（学年・組など）

主治医・

担任など

病院・

学校など

主治医・

担任など

病院・
学校など

主治医・

担任など

病院・
学校など

本人との
関 係
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フリガナ

氏　　名

居住地

精神障害者保健福祉手帳

続柄

同居の介

助者

氏　　名 生年月日

利用料負担額

に関する認定

下記の区分の適用を申し込みます。

　１　生活保護受給者

　２　利用者本人及び配偶者が市民税非課税

　３　利用者本人又は配偶者が市民税課税

緊急時の支援を円滑に行うために必要な範囲において、本人及び支援者の

個人情報を、市が委託し支援の調整を行う地域生活支援拠点等コーディ

ネーターと共有するとともに、コーディネーターが、市、障害福祉サービ

ス事業所その他の関係機関から取得し、及び共有することに同意します。

同意の場合は☑

□

利

用

者

の

状

況

障害種別

手帳の所持 有　・　無

身体障害者手帳 １・２・３・４・５・６

療育手帳 　　　　　A　・　B1　・　B2

１　・　２　・　３

難病等疾患名

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日

他のサー

ビスの利

用状況

障害支援区分 有・無
区分 　1　 2　  3 　 4 　 5　  6

有効期限

利用中のサービスの種類、内容等

申

込

者

　

生年月日 　　　　　　年　　月　　日
　

　次のとおり、豊中市障害者緊急時支援事業の利用を申し込みます。

　また、利用者負担額を決定するために必要な場合は、所得及び世帯の状況等について調査

することに同意します。

様式第2号

豊中市障害者緊急時支援事業利用申込書

　　　年　月　日

（宛先）豊中市長　様



様式第 1 号（第 6 条関係） 

年   月   日 

 

豊中市地域生活支援拠点等認定申請書 

 

 豊中市長 様 

申請者 所在地  

（設置者） 名 称  

 代表者  

 

 豊中市地域生活支援拠点等事業実施要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

申
請
者
（
設
置
者
） 

（フリガナ） 

名称 

 

 

主たる事業所の 

所在地 

（〒   －    ） 

 

連絡先 
電話番号  FAX 番号  

メールアドレス  

申
請
事
業
所 

事業所番号  指定年月      年  月 

事業所種別  

（フリガナ） 

事業所名称 

 

 

事業所の所在地 
（〒   －    ） 

 

事業所連絡先 
電話番号  FAX 番号  

メールアドレス  

拠点事業として 

担う機能 

□①相談 

□②緊急時の受け入れ・対応 

□③体験の機会・場 

□④専門的人材の確保・養成 

□⑤地域の体制づくり 

開始予定年月日 年   月   日 

添付書類 

□運営規程（写し） 

□認定基準を満たしていることが確認できる書類 

□その他（                    ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 


